
北九州市 保健福祉局
地域福祉推進課

生活困窮者支援に取り組む
団体等助成⾦
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０１ はじめに

【この助成金の目的】

この助成金は、国の「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を受

けて、本市においても、地域の生活困窮者支援に取り組むＮＰＯ

法人や社会福祉法人等で、コロナ禍における物価高騰等に影響

を受け、支援ニーズの高まりによる業務量が増加している団体

に対して、一定の活動経費を助成することにより、生活困窮者

自立支援制度の機能強化を図るもの。
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０２ 助成対象団体

【この助成金事業の対象団体】

北九州市に所在し、主として北九州市民を対象として活動を行うことを

目的として設立された団体（任意団体、社会福祉法人等を含む民間団体）

地域の自立相談支援機関である各区の「いのちをつなぐネットワーク」と

令和４年1月から令和４年１２月の期間中に連携実績がある団体

地域の生活困窮者支援に資する取り組みを行っている団体
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０２ 助成対象団体

■地域の生活困窮者支援に資する取り組みを行っている団体とは

⇒ 生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム

において、 地域の生活困窮者を支援するうえで、当該民間団体

による支援を行うことが必要と認められること
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本市では

北九州市孤独・孤立対策等連携協議会

において、申請団体の支援活動が生活困窮者支援に資する

か協議を行う。



０３ 助成対象経費

【この助成金事業の対象となる経費】

地域の生活困窮者支援に資する取り組みを行っている団体で、コロナ禍に

おける物価高騰等の影響を受け、支援ニーズの高まりによる業務量が増加

した結果、負担が大きくなったと認められる経費（掛かり増し経費）。

食料や日用生活用品等の物資支援に必要な物品購入費、相談者に物品を

届ける送料・運搬経費、居場所づくりに必要な借り上げ料、Ｗｉ－Ｆｉ等の通

信環境整備に係る経費、その他人件費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、

雑役務費等。
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０３ 助成対象経費

【この助成金事業の対象となる経費】

北九州市その他公的機関から、生活困窮者支援に資する事業の委託を

受けている場合、委託を受けている事業に関わる経費は除く。

他の公的な補助金・助成金等を受けている事業に関わる経費は除く。
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０４ 助成⾦の額

【この助成金事業の助成金額】

1団体あたり５０万円の範囲内で、業務量の増加により負担が

大きくなったと認められる経費。

※助成金額は、申請時の所要見込み額を上限とする。
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※応募多数の場合は、予算の範囲内で按分する。

R4.1～R4.12
の期間に要した経費

H31.1～R3.12
の期間中で、いずれか

1年間の期間に
要した経費

≦ ５０万円－

■算定方法



０４ 活⽤事例

（助成金額の算出例）
H31.1~R1.12 運搬料 30万円 物品購入費 150万円 － R4.1~12 運搬料 50万円 物品購入量 200万円 ⇒ 助成額 50万円

（助成金額の算出例）
H31.1~R1.12 通信費 10万円 会場借上げ 20万円 － R4.1~12 通信費 30万円 会場借上げ 40万円 ⇒ 助成額 40万円

（助成金額の算出例）
H31.1~R1.12 報償費 10万円 会場借上げ 20万円 － R4.1~12 報償費 30万円 会場借上げ 25万円 ⇒ 助成額 25万円 8



０５ 実施期間

【この助成金事業の実施期間】
 この助成金事業の実施期間は、令和４年７月１日から令和５年３月３１日まで。
 助成金の応募期限、申請期限、支払時期は下記のとおり。

応募期間（＝交付申請）

助成金の支払い（概算払い）

事業報告（精算）

応募期限
令和４年８⽉31日

助成対象期間
令和４年12⽉31日

実績報告期限
令和5年2⽉28日

事業実施期間
令和5年3⽉31日

すでにいのちネットと連携している団体

応募期間（＝交付申請）

助成金の支払い（概算払い）

事業報告（精算）

協
議
会

今後連携を図る予定の団体

応募期限
令和４年８⽉31日

助成対象期間
令和４年12⽉31日

実績報告期限
令和5年2⽉28日

事業実施期間
令和5年3⽉31日

いのちネットと連携実績
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いのちネットと連携

協
議
会



０６ 審査の方法

【この助成金事業の審査の流れ】
●いのちネットと既に連携を図っている団体の場合

【申請団体】

申請書提出

（要綱第4条第１項第１号）

【地域福祉推進課】

いのちネットとの連携
について確認

【孤独・孤立協議会】

申請団体の支援活動が
生活困窮者支援に

資するか（書面会議）

【地域福祉推進課】

業務量の増加・経費の
増加が見込まれるか

【地域福祉推進課】

交付決定（様式第２号）、
助成金交付（概算払い）

【申請団体】

実績報告（業務量の増
加・経費の増加）

（要綱第9条）

【地域福祉推進課】

実績報告の審査、
助成額の確定（様式第６号）

R4.8.31

R5.2.28
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０６ 審査の方法

【この助成金事業の審査の流れ】
●いのちネットと今後連携を図る予定の団体の場合

【申請団体】

申請書の提出

（要綱第4条第1項第２号）

【地域福祉推進課】

いのちネットと連携
可否について確認

【孤独・孤立協議会】

申請団体の支援活動が
生活困窮者支援に

資するか（書面会議）

【地域福祉推進課】

業務量の増加・経費の
増加が見込まれるか

【地域福祉推進課】

交付決定（様式第２号）、
助成金交付（概算払い）

【申請団体】

いのちネットと

連携実施

【申請団体】

実績報告（連携の実績、
業務量の増加、経費の増加）

（要綱第9）

【地域福祉推進課】

実績報告の審査、
助成額の確定（様式第６号）

R4.12.31

R4.8.31

R5.2.28 11



０７ 申請関係書類一覧

【この助成金事業の申請に必要な書類】

申

請

時

助成金交付申請書（様式1）

団体概要・いのちネットとの連携内容（様式1-1）

助成金申請額明細書（様式1-2）

実
績
報
告

助成金実績報告書（様式５）

いのちネットとの連携実績報告書（様式５-1）

助成金実績額明細書（様式５-2）
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